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配当方針の見直しに関するお知らせ 
 

当社は、2022年 10月 18日開催の取締役会において、以下のとおり配当方針の見直しについて決議いたし

ましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 配当方針の見直し 

（見直し前） 

「配当性向 50％を目処に、安定的な高配当を目指す」 

「株主資本の効率的活用の指標である ROEを継続的に 10%以上確保する」 

（見直し後） 

「配当性向 50％を目処に、安定的な高配当を目指す」 

「株主資本の効率的活用の指標である ROEを継続的に 10%以上確保する」 

なお、実現していない損益等が原因で親会社株主に帰属する当期純利益が変動する場合等においては、

その影響を考慮し配当額を決定する。 

 

２． 見直し事由 

当社では、「株主還元の更なる充実を図る」ことを経営の重点施策と位置づけ、「配当性向 50％を目処に、

安定的な高配当を目指す」こと、ならびに、「株主資本の効率的活用の指標である ROE を継続的に 10%以上

確保する」ことを、配当方針としております。 

外貨建て資産や投資有価証券につきましては、為替相場や株式相場など市況動向の影響を受けやすく、

決算の結果、評価損益が発生することがあります。但し、評価損益はあくまで「未実現損益」であり、配当原資

には馴染まないものと考えております。 

そのため、実現していない損益等が原因で親会社株主に帰属する当期純利益が変動する場合等には、当

期純利益から「未実現損益」等を控除したうえで、配当性向が 50%となることを目途に、具体的な配当水準を検

討することが妥当であり、今後も中長期的に安定的な配当を実現していくうえで必要と考えられることから、方

針を明確化したものです。 

（なお、決算短信等開示資料上での「配当性向」は、これまで同様、「実現していない評価損益を含めた」当

期純利益をもとに算出した配当性向が記載されますので、ご注意ください。） 

 

３． 実施時期 

2023年 3月期の期末配当より適用いたします。 

以  上  


